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報報報報　　　　　　　　告告告告　　　　　　　　書書書書

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定により、
平成29年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に
ついて、報告書を提出する。

　　平成30年11月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林市教育委員会　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　中屋敷　史生　　　　



○○○○自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価のののの考考考考ええええ方方方方

高

中

低 ←

　→

低 中 高

　　　　【重要度】 【実現度】

　「高」 非常に重要 　「高」目的を達成できた

　「中」 重要 　「中」おおむね目標を達成できた

　「低」 緊急性は低い 　「低」目的達成には努力を要する

実
現
度

重要度

　次の２つの項目に分類した。

　シート　その１　教育委員会の活動

○○○○重要度重要度重要度重要度・・・・実現度実現度実現度実現度のののの基準基準基準基準

　シート　その２　教育委員会が管理・執行する事務

　なお、教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務については、企画政策課

で取りまとめている「トータル・システム」を自己点検・評価として代替するもの

とする。

○○○○具体的具体的具体的具体的なななな点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの方法方法方法方法

の観点から自ら点検・評価を行い、その結果を公表することは、政策立案を的確に

行うとともに、住民に対する説明責任を果たす上で重要である。

　そこで、平成29年度分の自己点検・評価を平成30年度に実施し、報告を行うもの

とする。

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「地教行法」という。）の

改正に伴い、平成20年度から教育委員会の権限に属する事務の管理・執行について

　教育委員会が地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定し、これ

に即して実施した政策について、政策効果をしっかりと把握し、必要性、効率性等

点検及び評価を行うこととなった。



○

←

　→

○

←

　→

１

　教育委員会会議の開催日はあらかじめ告示
し、市ホームページや市広報においても開催
状況を広く周知した。

実
現

点検・評価

(1)

教育委員会
会議の開催
回数

教育委員会
会議の運営
上の工夫

実
現
度

重要度

教育委
員会の
会議の
運営改
善

①

②

実
現
度

重要度

平成２９年度　小林市教育委員会の自己点検・評価シート　その1

大項目 中項目 小項目 Ｈ29

　教育に関する報道などの情報を教育委員と
共有することや、議案を上程する定例会の前
の定例会で事前説明を行うことで、より深ま
りのある会議の運営に取り組んだ。
　また、教育委員が相互の意見交換を行いや
すい雰囲気作りに努め、教育長が教育行政の
状況について毎回報告し、教育委員間の情報
共有に努めるなど、会議進行上の工夫を行っ
た。

　定例会については月１回、臨時会について
は急を要する議案等が生じた場合に開催し
た。
　平成29年度は、１２回の定例会、1回の臨
時会を開催した。会議では事務局からの報告
件数が21件、上程された議案は59件であ
り、教育委員の承認件数は59件であった。
　今後も計画的に会議を開催するとともに、
本市の教育推進のため十分な議論、検討を
行っていく。

○

←

　→

○

←

　→

○

←

　→

　教育行政の課題等について、市長と教育委
員による総合教育会議が開催され、小林市教
育大綱に基づく教育施策等について意見交換
を行うことができた。また、教育長は市長及
び副市長との連絡調整を密に行い、新たな教
育方針を打ち出し、新規事業への取組や、予
算面への反映などの成果が得られた。
　教育委員会が地域における教育の担い手と
しての責任を果たすため、今後も市長及び副
市長との意思疎通を図りながら「協働のまち
づくり」や「協働の学校づくり」を一体と

１
　
教
育
委
員
会
の
活
動

(３)

教育委
員会と
首長と
の連携

首長との意
見交換

教育委員会
会議の傍聴
者の状況

状況を広く周知した。
　また、市内各地に点在する教育施設で会議
を行い、更に夜間開催を行った。
　その結果、傍聴者の増加もあったことか
ら、今後も効果的な周知方法、開催会場や開
催日時（夜間、休日の開催等）等について継
続して検討を行っていく。

現
度

重要度

会議録の公
開、広報・
公聴活動の
状況

実
現
度

重要度

実
現
度

重要度

　会議録の情報公開請求はなかった。
　会議の概要については市ホームページに掲
載し、周知を図った。
　今後も、市ホームページや市広報等を積極
的に活用し、広報活動を行っていく。
　さらに、教育委員会の活性化を図るため、
社会教育委員やスポーツ推進委員等の各種委
員との意見交換会の開催や、教育委員による
社会教育委員の会の傍聴など、それぞれの活
動や取組について相互に連携を図っていきた
い。

(2)

教育委
員会の
会議の
公開

①

②

づくり」や「協働の学校づくり」を一体と
なって推進していく。



○

←

　→

○

←

　→
学校訪問

１
　
教
育
委
員
会
の
活

研修会への
参加状況

重要度

実
現
度

実
現
度

重要度

(４)
教育委
員の自
己研鑽

①

中項目 小項目

平成２９年度　小林市教育委員会の自己点検・評価シート　その１

大項目 Ｈ29 点検・評価

　平成２４年度から、学校訪問の形態を変更
し、教育委員の立場で必要な訪問内容に改善
した。児童生徒の学習環境、学校施設の現状
や教職員の勤務環境等の把握などを目的に学
校訪問を行った。
　学校訪問後には、教育委員会会議の中で感
想や課題を報告し、学校トイレの洋式化等、
教育施策や予算等に反映させることができ
た。

　教育委員を対象とした研究大会・研修会に
参加し、教育委員会及び教育委員活動の職務
遂行に必要な知識等を深めることができた。
県内外の教育委員と情報交換等を行い、有意
義な機会となった。
　さらに、西諸管内の市町教育委員意見交換
会に参加し、南部教育事務所や管内の市町教
育委員との意見交換を行った。
　今後も積極的に研修に参加するとともに、
近隣市町との合同研修会等の更なる充実を
図っていく。

○

←

　→ 重要度

実
現
度

活
動

(５)

学校及
び教育
施設に
関する
こと

②
所管施設の
訪問

た。
　今後も学校現場の現状や課題等を把握する
ため、教職員との意見交換の時間を設けるな
ど、より効果的な学校訪問となるよう内容の
見直しを検討していく。

　学校施設については、学校訪問の中で状況
の把握に努めた。
　また、社会教育施設や文化・スポーツ施設
などについては、会議前に施設の現地確認を
行い、状況の把握に努めた。
　今後も教育施設の適正な管理に必要な施策
及び事業を推進するために、計画的に現地確
認や訪問を行う必要がある。



○

←

　→

○

←

　→

○

←

　→

　会議の開催状況
・５月第６回定例会　平成29年度６月補正予算
・8月第9回定例会　平成29年度9月補正予算
・11月第12回定例会　平成29年度12月補正予算
・2月第２回定例会　平成29年度3月補正予算
・2月第２回定例会　平成30年度当初予算

　平成29年度は、規則6本、要綱11本の制定・改廃
を行った。
　特に、生涯学習や子育て支援の推進、市民の交流活
動の促進等に寄与するTENAMUビルが中心市街地に
完成し、TENAMUビル公共スペースの管理運営につ
いて必要な事項を定めた、TENAMUビル公共スペー
ス管理規則を制定した。

平成２９年度　小林市教育委員会の自己点検・評価シート　その２

大項目 中項目

２
　
教
育

　「小林市教育基本方針並びに教育施策」及び「小林
市教育推進プラン」において、平成29年度の施策や事
業を示した。

(1)

(2)

(3)

重要度

実
現
度

教育予算その他議会の
議決を経るべき議案の
原案の決定に関するこ
と

教育に関する事務の管
理及び執行の基本的な
方針に関すること

教育委員会規則及び教
育委員会の定める規程
の制定又は改廃に関す
ること

重要度

実
現
度

重要度

Ｈ29 点検・評価

実
現
度

←○

　→

○

←

　→

○

←

　→

○

←

　→

重要度

実
現
度

重要度

教育委員会の所管に属
する各種委員会委員の
任免、委嘱及び解嘱に
関すること

(5)

重要度

育
委
員
会
が
管
理
・
執
行
す
る
事
務

(4)

(7)

(6)

県費負担教職員の人事
の内申に関すること

　３月第３回臨時会
　人事異動に際し、県との協議を重ね、適材適所の人
事異動が実現できた。

　小・中学校の設置、移転及び廃止に関する事務はな
かった。

教育委員会事務局及び
学校その他の教育機関
の職員の任免その他の
人事に関すること

　３月第４回定例会
　教育委員会の充実と活性化を図るため、市長部局と
の交流を図るなどの観点で協議を重ね、適材適所の人
事異動が実現できた。

実
現
度

小林市立の小学校及び
中学校その他の教育機
関の設置、移転及び廃
止に関すること

実
現
度

　学校医ほか各種委員等の委嘱25件を、提案のとおり
承認した。

実
現
度

重要度　→ 重要度



←○

　→

〇

←

　→

←○

　→

重要度

実
現
度

　通学区域の設定及び変更に関する事務はなかった。

実

　文化財の指定及び解除に関する事務はなかった。

実
現
度

重要度

　7月第8回定例会
　小学校用教科用図書(道徳）を協議・検討し、採択し
た。

実
現
度

重要度

２
　
教
育
委
員
会

(8)
学校の通学区域の設定
及び変更に関すること

(10)

小林市文化財保護条例
（平成１８年小林市条
例第１１５号）による
文化財の指定及び解除
に関すること

(9)
教科用図書の採択に関
すること

大項目 中項目

平成２９年度　小林市教育委員会の自己点検・評価シート　その２

点検・評価Ｈ29

←○

　→

○

←

　→

○

←

　→

実
現
度

教育に関する事務の管
理及び執行の状況の点
検及び評価に関するこ
と

　平成２０年度から教育委員会が管理・執行する事務
に関する報告を事務局に求め、目標に対しての成果や
課題等を教育委員相互に確認し、共有するなどきめ細
かな点検・評価を行っている。平成29年度は、平成
28年度の評価について１1月第12回定例会において
決定、１２月議会で小林市議会に報告し、１２月に市
ホームページにて公表した。

　小林市立図書館及び小林総合運動公園市営プールに
ついては、指定管理者による施設管理、運営を行っ
た。
　小林市立図書館は、平成29年度も入館者数、貸出冊
数が増えるように、住民ニーズに効果的に対応した運
営がなされている。主な活動は、定期的な読み聞かせ
事業や来館が困難な方に配本と回収を行う宅配事業、
学校や福祉施設での「おはなし会」を行った。
　小林総合運動公園市営プールは、利用者が前年度よ
り約700人減少したが、平成29年度も市民ニーズに
合わせた施設管理がなされている。主な活動は、夏休
み短期水泳教室や高校生以下にプールを無料開放する
「こどもまつり」を行った。
　なお、小林市立図書館及び小林総合運動公園市営
プールともに指定管理の期間は平成32年度までであ
る。

(12)

教育委員会が管理する
公の施設に係る指定管
理者制度の導入並びに
指定管理者の選定及び
指定に関すること 重要度

実
現
度

重要度

　請願、陳情、訴訟及び審査請求はなかった。

実
現
度

重要度

員
会
が
管
理
・
執
行
す
る
事
務

(11)
請願、陳情、訴訟及び
審査請求に関すること

(13)



総合評価 

　教育委員会は、地域の教育を担う機関として、より開かれた運営と活発な議論を行
い、その機能を十分に発揮しながら諸施策を適正かつ円滑に実施していくことが、市民
への説明責任を果たすことであり責務であります。
　その中で、平成29年度の教育委員会活動は、議案の議決、報告事項、事業や課題等を
審議する毎月の委員会のほかに、学校との連携を密にするため、「教育委員学校訪問」
を実施しました。
　さらに、会議の傍聴者が少ない現状等から、市ホームページや市広報で会議の周知を
行い、市内に点在する教育施設で会議を開催しました。これにあわせて、教育施設の現
地確認等も効率よく行えるため、今後も定例会の開催に当たっては、様々な要素を織り
交ぜながら計画していく必要があると考えます。
　一方で、地教行法の改正に伴い、より具体的な会議録の公表も求められることから、
広報・公聴活動方法の工夫や、市民や関係機関との意見交換の場を多く持つなど、情報
の伝達、公開の推進については引き続き取り組むことが必要であると考えます。
　また、地教行法の改正に伴い設置された総合教育会議において、教育委員と市長が、
教育行政や小林市教育大綱に基づく教育施策等について意見交換ができたことは、今後
の教育課題や方向性を共有する上で大きな意義があると考えます。
　今後も、地域社会や学校関係者等、多くの方々と意見交換の場を設けることで、市民
との意思疎通を図りながら、一層の教育委員会の活性化を目指してまいります。

知見の活用（地教行法第２６条第２項の規定による）

　平成2９年度の小林市教育委員会においては、概ね順調かつ適性に事業が計画・実施
されているものと評価される。
　特に重要度が高い項目については、高い実限度を達成しており、教育委員会の活動等
が効果的に推進されていることが覗える。
　重要度や実現度が低いものは、今回発生していない事案についての事務執行に関する
ものであり特に問題はないが、必要に応じて迅速に対応できる用意をしておくことは大
切である。
　教育委員会会議の傍聴に関しては、開催会場を市内に点在する教育施設で会議を開催
するといった開催会場の工夫や、夜間に開催するといった開催日時の工夫等を継続する
ことにより、傍聴者のさらなる増加につながっている。このことは、会議の透明性を高
めるとともに、市民の関心を高める上でも一定の効果があったと認めることができ評価
できる。
　また、学校施設や社会教育施設、文化・スポーツ施設等の現地確認を継続して行い状
況把握を行っている点も評価できる。
　教育環境の整備は喫緊の課題であり、市民の高い関心が寄せられていることから継続
して取り組む必要がある。
　特に、昨今の地震や豪雨、猛暑といった自然災害、自然環境の変化等に対応した教育
環境の整備に関しても市民の関心も高まってきており、その意味からも教育環境の整備
は継続的に行っていく必要がある。
　市長及び副市長との連絡調整を密に行い、新たな教育方針を打ち出し、新規事業への
取組や予算面への反映などの成果が得られたことも大いに評価できる。
　小林市立図書館については、平成２９年度も入館者数、貸出冊数が増えるように、住
民ニーズに効果的に対応した運営がなされ、定期的な読み聞かせ事業や「おはなし会」
を行っていることなども評価できる。
　市営プールについては、利用者が前年度より減少してはいるものの、夏休み短期水泳
教室や高校生以下を無料開放する「こどもまつり」等、市民のニーズに合わせた施設管
理がなされており、評価できる。
　引き続き、ホームページの活用をはじめ広報活動に積極的に取り組み、市民と情報の
共有が更に図られる取組が継続的になされることが望まれる。
　今後とも、円滑で適正な教育委員会活動が推進されるとともに、地域のニーズに合っ
たより一層有効性の高い、市民に開かれた諸事業が展開されることを期待する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎大学教育学部教授　添田佳伸


